
　
大
正
川
河
川
敷
公
園
で
5

月
10
日
㈰
、毎
年
恒
例
の「
こ

ど
も
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
を

開
催
し
ま
し
た
。

　
毎
年
心
待
ち
に
し
て
く
れ

て
い
る
こ
ど
も
た
ち
も
多
い

こ
の
イ
ベ
ン
ト
。
会
場
に
は

多
く
の
親
子
連
れ
が
訪
れ
、

こ
ど
も
た
ち
は
工
作
や
ア
ス

レ
チ
ッ
ク
な
ど
の
体
験
コ
ー

ナ
ー
、
こ
ど
も
バ
ザ
ー
や
模

擬
店
、野
外
ス
テ
ー
ジ
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
催
し
を
楽
し
ん

で
い
ま
し
た
。

　

当
日
は
天
候
に
も
恵
ま

れ
、
青
空
の
下
、
初
夏
ら
し

い
に
ぎ
や
か
な
一
日
と
な
り

ま
し
た
。

問
合
せ　
生
涯
学
習
課
へ

初夏を満喫

にぎわい広がる 
こどもフェスティバル

国保料が決定しました
6月中旬に通知します

　
今
年
度
の
国
民
健
康
保
険

料
が
決
定
し
ま
し
た
。
6
月

中
旬
に
、
被
保
険
者
の
世
帯

主
へ
「
国
民
健
康
保
険
料
決

定
通
知
書
」を
送
付
し
ま
す
。

保
険
料
は
、
大
阪
府
内
統
一

の
保
険
料
率
に
基
づ
き
、
世

帯
構
成
や
前
年
の
所
得
を
も

と
に
決
定
し
て
い
ま
す
。

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納

付
金
」
が
追
加
さ
れ
ま
す

　
今
年
度
よ
り
、
子
育
て
施

策
を
全
世
代
で
支
え
る
仕
組

み
と
し
て
「
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
金
制
度
」
が
開
始
さ

れ
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
国

民
健
康
保
険
料
に
お
い
て

も
、
従
来
の
区
分
に
「
子
ど

も・子
育
て
支
援
納
付
金
分
」

が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

保
険
料
の
納
付
方
法

▽
普
通
徴
収
（
6
月
〜
来
年

3
月
の
10
回
払
い
）
原
則
、

口
座
振
替
で
す
。そ
の
ほ
か
、

納
付
書
（
金
融
機
関
・
コ
ン

ビ
ニ
）
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

決
済
も
可
能
で
す
。

▽
年
金
か
ら
の
天
引
き
（
偶

数
月
）
世
帯
主
お
よ
び
国
保

加
入
者
全
員
が
65
歳
以
上
75

歳
未
満
の
世
帯
で
、
年
金
受

給
額
が
年
額
18
万
円
以
上
の

人
は
、
原
則
年
金
か
ら
の
天

引
き
と
な
り
ま
す
（
対
象
者

に
は
別
途
通
知
）。

保
険
料
の
減
免
な
ど

　
特
別
な
事
情
に
よ
り
納
付

が
困
難
な
場
合
は
、
申
請
に

よ
り
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
、

電
話
で
ご
相
談
く
だ
さ
い

（
郵
送
で
可
能
な
手
続
き
も

あ
り
ま
す
）。

問
合
せ　
国
保
年
金
課
へ

社会全体で子どもを育む区分 所得割
（※１）

均等割
（１人あたり）

平等割
（１世帯）

賦課
限度額

医療給付費分 9.50% 34,990 円 33,908 円 66万円

後期高齢者
支援金分 3.06% 11,191 円 10,845 円 26万円

介護納付金分
（※２） 2.60% 18,682 円 ― 17万円

子ども・子育て支援
納付金分（※３) 0.28% 1,841 円 ― 3万円

令和8年度 国民健康保険料率（年額）

※1　所得割は「前年の総所得－43万円」に各率を乗じて算出。
※2　40歳以上 65歳未満の人が対象。
※3　均等割額は18歳以上の被保険者が対象。

　
大
阪
府
に
よ
る「
子
ど
も・

大
学
生
等
の
食
費
支
援
事

業
」
で
は
、
対
象
者
へ
1
万

円
相
当
の
お
米
や
食
料
品
を

給
付
し
ま
す
。

　
申
請
期
限
が
迫
っ
て
い
ま

す
の
で
、
対
象
の
人
は
忘
れ

ず
に
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

対
象
者

　
申
請
日
時
点
で
大
阪
府
に

居
住
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
人

▽
22
歳
以
下
の
人
（
平
成
15

年
4
月
2
日
以
降
生
ま
れ
）

▽
妊
娠
中
の
人

申
込
み

6
月
25
日
㈭
ま
で
に
、
大

阪
府
特
設
サ
イ
ト

（
下
記
QR
）
か
ら
オ

ン
ラ
イ
ン
申
請

問
合
せ　

大
阪
府
子
ど

も
・
大
学
生
等
食
費
支
援

事
業
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
0
1
2
0
（
4
7
9
）

2
0
8
へ

申請をお忘れなく

へ

食費支援事業「お米クーポン」食費支援事業「お米クーポン」
申請期限は6月 25日㈭まで申請期限は6月 25日㈭まで

　
「
摂
津
市
セ
ッ
ピ
ィ
割
引

チ
ケ
ッ
ト
」
の
利
用
期
間
は

６
月
30
日
㈫
ま
で
で
す
。
期

限
を
過
ぎ
た
チ
ケ
ッ
ト
は
無

効
に
な
り
ま
す
の
で
、
お
早

め
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

利
用
方
法　
同
チ
ケ
ッ
ト
の

取
扱
店
で
、
税
込
み
１
千
円

ご
と
に
５
０
０
円
の
割
引
券

を
1
枚
使
用
で
き
ま
す
。

※
1
回
の
使
用
限
度
枚
数
は

各
店
舗
へ
ご
確
認
を

利
用
期
間　
６
月
30
日
㈫
ま

で※
取
扱
店
舗
は
、

特
設
HP
（
下
記
QR
）

へ※
本
事
業
は
国
の
重
点
支
援

地
方
交
付
金
を
活
用
し
て
い

ま
す

問
合
せ
　
産
業
振
興
課
へ

お早めにご利用を

セッピィ割引チケット
利用期間は６月末まで

　
７
月
１
日
㈬
以
降
の
申
請

か
ら
、旅
券
（
パ
ス
ポ
ー
ト
）

の
手
数
料
が
変
更
さ
れ
ま

す
。
18
歳
以
上
の
5
年
旅
券

が
廃
止
さ
れ
る
ほ
か
、
10
年

旅
券
（
18
歳
以
上
）
や
5
年

旅
券
（
18
歳
未
満
）
の
申
請

手
数
料
が
改
定
さ
れ
ま
す
。

予
想
さ
れ
る

混
雑
と
お
願
い

　
手
数
料
改
定
に
伴
い
、
7

月
は
申
請
窓
口
の
混
雑
が
見

込
ま
れ
ま
す
。
申
請
が
集
中

し
た
場
合
、
申
請
か
ら
交
付

ま
で
に
「
１
カ
月
程
度
」
の

時
間
を
要
す
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。

7
月
に
渡
航
予
定
の
場
合

　
６
月
中
に
旅
券
を
受
け
取

れ
る
よ
う
、
早
め
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

お
急
ぎ
で
な
い
場
合

　
混
雑
緩
和
の
た
め
、
7
月

中
を
避
け
、
8
月
以
降
に
申

請
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
詳
細
は
大
阪
府
パ

ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

HP
（
下
記
QR
）
へ

問
合
せ
　
市
民
課
へ

申請は計画的に

参
加
全
店
利
用
可
（
上
段
）
と
小
規

模
店
限
定
チ
ケ
ッ
ト
の
２
種
類
あ
り

パスポート申請はお早めにパスポート申請はお早めに
手数料改定に伴う混雑予想手数料改定に伴う混雑予想

役職 氏名（自治会・町会）
会長 吉田　政和（鳥飼八防自治会）

副会長

稲尾　信夫（千里丘１丁目自治会）
中井　秀夫（香和自治会）
橋本　眞澄（三島南部自治会）
倉本　康史（別府新町自治会）
中西　　貴（鳥飼中旭自治会）

会計 平松　直樹（乙辻自治会）

会計監査 池上　隆男（正音寺町会）
長谷川文男（上一津屋自治会）

理事

髙田　繁夫（市場自治会）
池上　毅春（小坪井自治会）
松田外喜雄（鶴野東自治会）
石田　紀明（中内自治会）
前田　幸夫（新庄屋自治会）
中居　正一（味舌西自治会）
桝田　数之（東別府自治会）
吉本ますみ（一津屋住宅自治会）
藤﨑　俊博（万葉苑自治会）
福永　一利（新西自治会）
堀　　善文（鳥飼中自治会）
阪口　敏一（鳥飼八町自治会）

令和８年度 自治連合会役員（敬称略）

ピックアップ＆トピックス

91人に地区振興委員を委嘱
自治連合会の新役員も選出

地域と行政のつなぎ役

　
４
月
29
日
㈷
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
プ
ラ
ザ
で
令
和
８
年
度

地
区
振
興
委
員
委
嘱
式
を
開

催
し
ま
し
た
。
地
区
振
興
委

員
は
、
地
域
の
声
を
市
へ
届

け
る
大
切
な
「
つ
な
ぎ
役
」

で
す
。
市
は
、
91
人
の
自
治

会
長
ら
に
同
委
員
を
委
嘱
し

ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
市
か
ら
今
年
度

の
主
要
事
業
の
説
明
が
行
わ

れ
、
委
員
か
ら
は
、
自
転
車

の
交
通
ル
ー
ル
（
青
切
符
制

度
）
や
生
活
イ
ン
フ
ラ
、
教

育
環
境
な
ど
、
市
政
に
対
す

る
活
発
な
質
問
や
意
見
が
寄

せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
同
日
開
催
の
自
治

連
合
会
総
会
で
は
新
役
員
が

選
出
さ
れ
ま
し
た
（
左
表
参

照
）。
な
お
、
今
年
度
も
引
き

続
き
、
鳥
飼
八
防
自
治
会
の

吉
田
政
和
会
長
が
自
治
連
合

会
会
長
を
務
め
ら
れ
ま
す
。

問
合
せ　
自
治
振
興
課
へ

△嶋野市長から委嘱を受け
　る阪口敏一委員（写真右）

表紙の写真は、市の特産品でなにわの伝統野菜「鳥飼なす」の植え付けをしている様子。市内の全小学校の3年生
が「鳥飼なす」の植え付けを体験し、収穫まで水やりなどのお世話をしていきます。（摂津小学校、令和8年 5月）
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